
松本市中小企業者社会変革対応促進事業補助金
中小企業者のDX・デジタル化への対応及び省エネルギー化への設備更新を促進するため、費用の一部を補助します。

長野県松本市

助成型（※2）

IT関連 / 設備投資

過去に本補助金の交付を受けていない市内に本店（登記上の会社の所在地）を持つ中小企
業者等であること 等

2024年6月3日～2024年11月15日

上限30万円、対象経費の2/3

生産性の向上又は業務の効率化等、自社の課題解決のためにデジベース松本（サザンガク
）または（一財）松本ものづくり産業支援センターに相談をした結果、必要と判断された
設備を導入すること 等

松本市役所商工課
電話：0263-34-3270

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/111393.html
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